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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第168期

第１四半期
連結累計期間

第169期
第１四半期
連結累計期間

第168期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 9,886,327 12,016,136 45,815,168

経常利益 (千円) 457,816 808,538 4,346,166

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 458,766 965,325 3,277,930

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 2,160,201 5,779,745 9,039,470

純資産額 (千円) 40,643,201 53,057,691 47,382,318

総資産額 (千円) 209,344,475 250,141,045 237,569,264

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 13.69 28.76 97.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 9.6 10.8 10.1
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。

 

(１) 外航海運業

　ESTEEM MARITIME S.A.は、2022年１月１日付けでT.&M. MARITIME S.A.およびPRIMATE SHIPPING S.A.を吸収合併し

ました。このため、当第１四半期連結会計期間よりT.&M. MARITIME S.A.およびPRIMATE SHIPPING S.A.は連結の範囲

から除外しています。

当第１四半期連結会計期間において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適用の範

囲から除外しています。

 

(２) ホテル関連事業

　主要な関係会社の異動はありません。

 

(３) 不動産賃貸業

　主要な関係会社の異動はありません。

 

　以上の結果、2022年６月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社17社および関連会社12社により構成さ

れることになりました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更はありません。なお、重要事象等は存在していません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当社グループ外航海運業部門は、前連結会計年度に竣工・取得した船舶の稼働増により、売上高は10,996百万円

（前年同四半期比20.1％増）となり、外航海運業利益は1,476百万円（前年同四半期比30.7％増）となりました。ま

た、特別利益として、当社の連結子会社が所有する船舶１隻の船舶売却益656百万円を計上しています。

ホテル関連事業部門では、依然として新型コロナウイルス感染拡大の影響もありましたが、売上高は890百万円

（前年同四半期比47.6％増）、ホテル関連事業損失は520百万円（前年同四半期はホテル関連事業損失628百万円）

となりました。なお、営業外収益に雇用調整助成金179百万円（前年同期は273百万円）を計上しています。

不動産賃貸業部門は、売上高は129百万円（前年同四半期比2.0％増）、不動産賃貸業利益は75百万円（前年同四

半期比3.8％減）となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は12,016百万円（前年同四半期比21.5％増）、営業利益は1,031

百万円（前年同四半期比78.1％増）、経常利益は808百万円（前年同四半期比76.6％増）となり、親会社株主に帰属

する四半期純利益は特別利益の計上もあり965百万円（前年同四半期比110.4％増）となりました。

 
（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末より12,571百万円増加し、250,141百万円と

なりました。これは主に船舶建造にかかる建設仮勘定等の有形固定資産の増加によるものです。

負債の部は、前連結会計年度末より6,896百万円増加し、197,083百万円となりました。これは主に長期借入金の

増加によるものです。

また、純資産の部は、前連結会計年度末より5,675百万円増加し、53,057百万円となりました。これは主に非支配

株主持分の増加によるものです。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 144,000,000

計 144,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,000,000 36,000,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株です。

計 36,000,000 36,000,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年６月30日 ― 36,000 ― 1,800,000 ― ―
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。

 
① 【発行済株式】

   2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(注)１

普通株式
― ―

11,800

完全議決権株式(その他) (注)２
普通株式

359,715 ―
35,971,500

単元未満株式　　　    (注)３
普通株式

― ―
16,700

発行済株式総数 36,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 359,715 ―
 

(注) １　「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式です。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が

1,000株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数

が10個含まれています。

　　 ３　「単元未満株式」には、当社保有の自己株式95株を含んでいます。

 
② 【自己株式等】

  2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

明治海運株式会社
兵庫県神戸市中央区
明石町32番地

11,800 ― 11,800 0.0

計 ― 11,800 ― 11,800 0.0
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「海運企業財務諸表準則（昭和29年運輸省告示 第431号）」及び「四半期連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」とい

う。)に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2022年４月１日から2022年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、協立神明監査法人による四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 9,886,327 12,016,136

売上原価 8,364,459 9,948,195

売上総利益 1,521,868 2,067,941

販売費及び一般管理費 942,415 1,036,010

営業利益 579,453 1,031,930

営業外収益   

 受取利息 12,397 13,278

 受取配当金 34,306 32,785

 持分法による投資利益 287,624 402,295

 雇用調整助成金 273,059 179,300

 その他 127,576 86,016

 営業外収益合計 734,964 713,675

営業外費用   

 支払利息 471,391 513,592

 為替差損 80,235 63,152

 デリバティブ評価損 252,255 332,096

 その他 52,718 28,226

 営業外費用合計 856,600 937,068

経常利益 457,816 808,538

特別利益   

 船舶売却益 35,487 656,746

 投資有価証券売却益 169,829 ―

 特別利益合計 205,316 656,746

税金等調整前四半期純利益 663,133 1,465,284

法人税、住民税及び事業税 434,135 353,190

法人税等調整額 △285,883 △478,681

法人税等合計 148,251 △125,490

四半期純利益 514,881 1,590,775

非支配株主に帰属する四半期純利益 56,115 625,449

親会社株主に帰属する四半期純利益 458,766 965,325
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 514,881 1,590,775

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △132,298 86,835

 繰延ヘッジ損益 487,636 2,259,121

 為替換算調整勘定 1,206,555 1,280,910

 持分法適用会社に対する持分相当額 83,425 562,103

 その他の包括利益合計 1,645,319 4,188,970

四半期包括利益 2,160,201 5,779,745

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,216,217 3,236,734

 非支配株主に係る四半期包括利益 943,983 2,543,010
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(2)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 23,662,305 26,901,284

  売掛金 467,657 318,777

  商品及び製品 22,378 21,634

  原材料及び貯蔵品 901,699 874,103

  その他 3,102,522 4,311,253

  流動資産合計 28,156,563 32,427,053

 固定資産   

  有形固定資産   

   船舶（純額） 166,894,357 167,262,187

   建物及び構築物（純額） 11,875,010 11,967,726

   土地 8,682,793 9,262,035

   建設仮勘定 8,498,538 12,088,505

   その他（純額） 437,785 408,756

   有形固定資産合計 196,388,487 200,989,210

  無形固定資産   

   その他 107,271 101,622

   無形固定資産合計 107,271 101,622

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,975,879 10,306,191

   長期貸付金 1,058,039 1,093,024

   繰延税金資産 1,169,606 1,179,247

   その他 1,713,416 4,044,694

   投資その他の資産合計 12,916,941 16,623,157

  固定資産合計 209,412,700 217,713,991

 資産合計 237,569,264 250,141,045
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  海運業未払金 2,159,168 2,525,688

  1年内償還予定の社債 482,000 452,000

  短期借入金 28,705,212 30,740,593

  リース債務 2,098 2,109

  未払金 539,145 465,442

  未払法人税等 714,392 374,828

  賞与引当金 46,482 118,938

  その他 4,845,052 6,049,169

  流動負債合計 37,493,552 40,728,770

 固定負債   

  社債 418,000 418,000

  長期借入金 144,120,567 146,751,888

  リース債務 708 177

  繰延税金負債 1,001,427 879,513

  再評価に係る繰延税金負債 1,043,086 1,043,086

  引当金   

   役員退職慰労引当金 205,531 205,531

   特別修繕引当金 2,265,696 2,571,882

   引当金計 2,471,228 2,777,414

  退職給付に係る負債 373,309 388,900

  持分法適用に伴う負債 341,466 216,058

  その他 2,923,599 3,879,543

  固定負債合計 152,693,394 156,354,582

 負債合計 190,186,946 197,083,353

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,800,000 1,800,000

  資本剰余金 525,490 612,939

  利益剰余金 18,275,856 18,999,623

  自己株式 △581,058 △534,741

  株主資本合計 20,020,289 20,877,820

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 410,414 497,129

  繰延ヘッジ損益 38,498 1,206,498

  土地再評価差額金 1,906,276 1,906,276

  為替換算調整勘定 1,597,202 2,613,897

  その他の包括利益累計額合計 3,952,392 6,223,802

 非支配株主持分 23,409,636 25,956,068

 純資産合計 47,382,318 53,057,691

負債純資産合計 237,569,264 250,141,045
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 連結の範囲の重要な変更

ESTEEM MARITIME S.A.は、2022年１月１日付けでT.&M. MARITIME S.A.およびPRIMATE SHIPPING S.A.を吸収

合併しました。このため、当第１四半期連結会計期間よりT.&M. MARITIME S.A.およびPRIMATE SHIPPING S.A.

は連結の範囲から除外しています。

 
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間において、TOTO GENESIS NAVIGATION S.A.は清算手続が完了したため、持分法適

用の範囲から除外しています。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 
(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広が

り方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 
(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っています。

 
保証債務

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

１ M&M SHIPHOLDING S.A. 1,253,321千円 1,368,601千円

２ KMNL LODESTAR SHIPPING B.V. 6,829,904〃 7,173,520〃

３ MIKOM TRANSPORT PTE LTD 4,031,592〃 4,029,794〃

４ COMET GYRO GAS
      TRANSPORT PTE. LTD.

8,064,309〃 8,875,819〃

５ MK REAL ESTATE, INC. 936,940〃 1,014,077〃

６ M&M SHIPHOLDING PTE. LTD. 7,171,918〃 7,636,730〃

７ 東邦商運㈱ 270,000〃 266,625〃

　　　　合計 28,557,987千円 30,365,168千円

（うち、外貨建金額） 201,699千米ドル 199,623千米ドル
 

上記は、各社の船舶建造資金(すべて本船担保付)等の借入金等に対する借入先等への保証です。

外貨建保証債務の換算は、決算時の為替相場によっています。

EDINET提出書類

明治海運株式会社(E04242)

四半期報告書

11/20



 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

 

 

前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

至 2022年６月30日)

減価償却費 3,421,206千円 4,068,901千円
 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１．配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月14日
取締役会

普通株式 251,917 7.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

１．配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月13日
取締役会

普通株式 179,940 5.00 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額 合計

外航海運業
ホテル関連

事業
不動産賃貸業 計

売上高       

　外部顧客への売上高 9,156,562 603,312 126,452 9,886,327 ― 9,886,327

 セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 9,156,562 603,312 126,452 9,886,327 ― 9,886,327

セグメント利益又はセグメント
損失(△)

1,129,488 △628,823 78,788 579,453 ― 579,453
 

(注)　セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。
 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。
 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額 合計

外航海運業
ホテル関連

事業
不動産賃貸業 計

売上高       

　外部顧客への売上高 10,996,410 890,690 129,035 12,016,136 ― 12,016,136

 セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,996,410 890,690 129,035 12,016,136 ― 12,016,136

セグメント利益又はセグメント
損失(△)

1,476,444 △520,338 75,824 1,031,930 ― 1,031,930
 

(注)　セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。
 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。
 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
 

EDINET提出書類

明治海運株式会社(E04242)

四半期報告書

13/20



 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しています。

 
(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しています。

 
(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しています。

 
(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

当社連結子会社であるESTEEM MARITIME S.A.、PRIMATE SHIPPING S.A.およびT.&M. MARITIME S.A.は2022年１

月１日付けで合併しました。

 
(1) 取引の概要

①結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業（存続会社）

企業の名称： ESTEEM MARITIME S.A.(当社連結子会社)

事業の内容： 海運業

被結合企業（消滅会社）

企業の名称： PRIMATE SHIPPING S.A.(当社連結子会社)およびT.&M. MARITIME S.A.(当社連結子会社)

事業の内容： 海運業

②企業結合日

2022年１月１日

③企業結合の法的形式

ESTEEM MARITIME S.A.を存続会社、T.&M. MARITIME S.A.およびPRIMATE SHIPPING S.A.を消滅会社とする

吸収合併

④結合後企業の名称

ESTEEM MARITIME S.A.

⑤その他取引の概要に関する事項

３社とも船舶の保有会社であることから、合併により、運営組織の再編と業務の効率化を行い、事業基盤

の強化を図るものです。

 
(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成31年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日）に基づき、共通支配下

の取引として処理しています。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額 合計

外航海運業
ホテル関連

 事業
不動産賃貸業 計

日本 2,734,380 603,312 ― 3,337,692 ― 3,337,692

パナマ 660,397 ― ― 660,397 ― 660,397

シンガポール 2,967,935 ― ― 2,967,935 ― 2,967,935

オランダ 2,793,848 ― ― 2,793,848 ― 2,793,848

顧客との契約から生じる収益 9,156,562 603,312 ― 9,759,875 ― 9,759,875

その他の収益 ― ― 126,452 126,452 ― 126,452

外部顧客への売上高 9,156,562 603,312 126,452 9,886,327 ― 9,886,327
 

（注）国別の売上高は、売上を計上した国別に分類しています。

 
当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

     (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額 合計

外航海運業
ホテル関連

 事業
不動産賃貸業 計

日本 3,077,695 890,690 ― 3,968,385 ― 3,968,385

パナマ 681,429 ― ― 681,429 ― 681,429

シンガポール 3,273,549 ― ― 3,273,549 ― 3,273,549

オランダ 3,963,736 ― ― 3,963,736 ― 3,963,736

顧客との契約から生じる収益 10,996,410 890,690 ― 11,887,101 ― 11,887,101

その他の収益 ― ― 129,035 129,035 ― 129,035

外部顧客への売上高 10,996,410 890,690 129,035 12,016,136 ― 12,016,136
 

（注）国別の売上高は、売上を計上した国別に分類しています。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

   １株当たり四半期純利益 13円69銭 28円76銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 458,766 965,325

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益(千円)

458,766 965,325

   普通株式の期中平均株式数(千株) 33,508 33,560
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

2022年５月13日開催の取締役会において、2022年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末

配当を行うことを決議しました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　 　　 　               179,940千円

②　１株当たりの金額 　　　　　　　　　　　　　　  　 　　 ５円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　 　　　 2022年６月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年８月６日

明治海運株式会社

取締役会  御中

 

協立神明監査法人

　神戸事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 古　　村　　永　子　郎  

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 角　　橋　　　　実  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている明治海運株式会

社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、明治海運株式会社及び連結子会社の2022年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
 

以　上

 
 

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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